
◇委員担当地区《R3.9.15～10.8》
ヒアリングの結果、審議地区（３地区）と専決地区（32地区）に区分

◇全員評価地区
《R3.10.5》 道営土地改良事業費（農 地 整 備 事 業 ）三重地区 【南幌町】

道営土地改良事業費（草地畜産基盤整備事業）釧路地区 【釧路市】
〔内田委員長、渡部副委員長、千葉委員、中前委員〕

《R3.10.8》 道 路 改 築 事 業 費 恵庭栗山線地区 【長沼町・栗山町】
広域河川改修事業費 厚沢部川地区 【江差町・厚沢部町】
〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕

令和３年度政策評価（公共事業再評価）の審議経過

１ 令和３年度第４回公共事業評価専門委員会《R3.7.28》

◇評価対象
道が実施する公共事業（国庫補助事業等）のうち、採択後５年経過時点で継続中の地区や前回評価の事業費

から10億円以上の増額地区等が対象

◇対象地区数
106地区（農政部50地区、水産林務部22地区、建設部34地区）
・個別評価 39地区（農政部17地区、水産林務部６地区、建設部16地区）
・一覧表評価 67地区（農政部33地区、水産林務部16地区、建設部18地区）

◇評価の視点
(1) 事業の進捗状況 (2) 事業の実施に伴う経済効果等 (3) 事業コスト縮減の取組
(4) 事業の必要性 (5) 事業を推進する上での課題 (6) 事業の達成見込み

・公共事業再評価対象106地区の決定
・個別評価39地区（全員評価４地区・委員担当地区35地区）と一覧表評価67地区の決定
〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中前委員〕

２ ヒアリング《R3.9.15～10.8》

全員評価地区の道路改築事業費 恵庭栗山線地区のみ現地調査を実施
〔内田委員長、渡部副委員長、千葉委員〕

３ 現地調査《R3.10.18》

５ 令和３年度第３回政策評価委員会《R3.11.9》

＜付帯意見(案）＞

●農業農村整備事業全般

当初における事業効果の早期発現を図るため、事前評価後や事業採択後に整備箇所や事業費が
大幅に変動しないよう、計画段階における事業要望等の取りまとめ手法を改善し、その改善方策
を公共事業評価専門委員会に報告すること。

◇審議・報告結果
・個別評価：39地区とも「事業を継続することは妥当」

ただし、道営土地改良事業費（農地整備事業）扇山南地区・兵村北地区・三重地区、道営土
地改良事業費（草地畜産基盤整備事業）釧路地区における委員会の審議を踏まえ、農業農村
整備事業全般に「付帯意見」を付与

・一覧表評価：67地区とも二次政策評価（案）の「継続」を了承

〔R3.10.27：内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕
〔R3.11. 2：内田委員長、渡部副委員長、厚井委員、千葉委員、中前委員〕

４ 令和３年度第５回公共事業評価専門委員会《R3.10.27・11.2》

資料４


